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資料 １

バイオマス活用推進基本法の制定の動きを踏まえた今後の対応について

平成21年５月26日

バイオマス・ニッポン総合戦略推進会議

１．バイオマス・ニッポン総合戦略の推進

（１）バイオマスの活用の推進により、地球温暖化の防止、循環型社会の形成、

農林漁業、農山漁村の活性化等を図るため、平成１４年１２月に「バイオ

マス・ニッポン総合戦略」が閣議決定され、同総合戦略に掲げる関係施策

の調整等を行うことを目的として、「バイオマス・ニッポン総合戦略推進

会議」が設置され、政府全体で取り組んでいるところ。

（２）特に、平成１８年３月に「バイオマス・ニッポン総合戦略」を改訂して

以降、

① 平成２３年における単年度５万ｋｌの国産バイオ燃料生産目標の達成

に向け、バイオエタノール、バイオディーゼル燃料等の地域利用モデル

実証事業の実施、農林漁業バイオ燃料法の制定やバイオ燃料税制の創設

② 平成２２年におけるバイオマスタウン構想全国３００地区の目標の達

成に向け、バイオマスタウンアドバイザーの育成等を通じたバイオマス

タウン構築の加速化

③ バイオマスアジアワークショップの開催等を通じたアジア等海外との

連携

等「バイオマス・ニッポン総合戦略」に盛り込まれた目標達成のための各

種施策を強力に推進しているところ。

２．バイオマス活用推進基本法の制定へ向けた動き

（１）昨年４月より議員立法として検討が進められてきたバイオマス活用推進

基本法案については、この４月に自民党、公明党の与党間の調整、更に野

党との調整が終了し、４月３０日に開催された（衆）農林水産委員会にお

いて委員長提案の上、全会一致で可決、更に５月８日の（衆）本会議にお

いて可決され、今国会中に成立する見込みとなっている。
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（２）バイオマス活用推進基本法案は、

① バイオマス活用の基本理念を定め、政府として「バイオマス活用推進

基本計画」を策定することとするとともに、

② バイオマスの活用に必要とされる基本的施策を盛り込み、その実現に

向けて「バイオマス活用推進会議」や「バイオマス活用推進専門家会議」

を設置すること

等を具体的内容としている。（別紙１）

３．今後の対応

（１）今後バイオマス活用推進基本法の施行を受けて設置される「バイオマス

活用推進会議」の事務局については、関係府省調整を経て、「バイオマス

・ニッポン総合戦略推進会議」の事務局を務めている農林水産省が引き続

き務めることとなっている。

（２）バイオマス活用推進基本法施行後の「バイオマス活用推進基本計画」の

策定へ向け、別紙２のスケジュールにより「バイオマス活用推進会議」、「バ

イオマス活用推進専門家会議」等を開催し、政府全体でバイオマスの活用

を一層推進していくこととする。





目的
基本理念を定め、関係者の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めるこ
と等により、バイオマスの活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進する。

基本理念

○ 総合的、一体的かつ効果的な推進

○ 地球温暖化の防止に向けた推進

○ 循環型社会の形成に向けた推進

○ 産業の発展及び国際競争力の強化への寄与

○ 農山漁村の活性化等に資する推進

○ バイオマスの種類ごとの特性に応じた最大限の利用

○ エネルギー供給源の多様化

○ 地域の主体的な取組の促進

○ 社会的気運の醸成

○ 食料の安定供給の確保

○ 環境の保全への配慮

バイオマス推進基本基本計画の策定

国のバイオマス活用推進基本計画 都道府県・市町村のバイオマス活用推進計画

国の施策

地方公共団体の施策

責務・連携の強化

国、地方公共団体、事業者等の責務の明確化とそれぞれの主体の連携の強化

その

バイオマス活用推進会議

① 政府は、関係行政機関相互の調整を行うことにより、バイオマスの活用の総合的、一体的かつ効果的な推進
を図るため、バイオマス活用推進会議を設けるものとする。

② 関係行政機関は、バイオマスの活用に関し専門的知識を有する者によって構成するバイオマス活用推進専
門家会議を設け、①の調整を行うに際しては、意見を聴くものとする。

※ ①及び②の会議の設置及びその調整については、農林水産省に事務局を設置して行うものとする。

バイオマス活用推進基本法案

○ 必要な基盤の整備
○ バイオマスを供給する事業の創出

○ 技術の研究開発・普及
○ 人材の育成・確保
○ バイオマス製品の利用の促進

○ 民間団体の自発的な活動の促進
○ 地方公共団体の活動の促進

○ 国際的な連携・国際協力の推進
○ 情報の収集
○ 国民の理解の増進

等のために必要な施策を講ずる。

国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策
を総合的かつ計画的な推進を図りつつ実施する。

総合的な施策の推進による農山漁村の活性化、循環型社会の実現

法制上の措置等
政府は、バイオマスの活用の推進に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上、税制上
又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。



（別紙２）

バイオマス活用推進基本法案関連スケジュールについて

１ バイオマス・ニッポン総合戦略推進会議
① 開催時期 ： ５月最終週を目途に開催
② 会議メンバー ： 関係府省局長級（当省事務次官出席）
③ 主要議題

○ バイオマス活用推進基本法の成立を踏まえた今後の対応について
・ バイオマス活用推進会議準備会議の設置について

・ バイオマス・ニッポン総合戦略及びその推進体制の今後のあり方について

・ 今後のスケジュール

２ バイオマス・ニッポン総合戦略アドバイザリー会議
① 開催時期 ： ５月最終週を目途に開催
② 会議メンバー ： 有識者（座長：小宮山前東京大学総長）
③ 主要議題

○ 平成２１年度補正予算におけるバイオマス関係予算について
○ バイオマス活用推進基本法の成立を踏まえた今後の対応について
・ バイオマス活用推進会議準備会議の設置について

・ バイオマス・ニッポン総合戦略及びその推進体制の今後のあり方について

・ 今後のスケジュール

３ バイオマス活用推進会議準備会議
① 開催時期 ： 法成立後施行前を目途に開催
② 会議メンバー ： 関係府省課長級
③ 主要議題

○ バイオマス活用推進会議及びバイオマス活用推進専門家会議の体
制について

○ バイオマス活用推進基本計画の策定に向けた今後の取組について

４ バイオマス活用推進会議
① 開催時期 ： 第１回会合を法施行後速やかに開催
② 会議メンバー ： ３の会議の結果を踏まえ決定
③ 主要議題

○ バイオマス活用推進基本計画の策定について
（第１回会合以降、基本計画案の策定終了まで適宜会議を開催。）

５ バイオマス活用推進専門家会議
① 開催時期 ： 第１回会合を法施行後速やかに開催
② 会議メンバー ： 有識者
③ 主要議題

○ バイオマス活用推進基本計画の検討方向について




